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法令名 建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律 法令番号 平成 27 年法律第 53 条 
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〇 建築物エネルギー消費性能基準 

（建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令（平成 28 年経済産業省・国土交通省令第 1 号）） 
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